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(57)【要約】
【課題】半導体チップ及びメモリコントローラのチップ
面積を削減して低コストで製造することが可能であり、
同時にマルチチップパッケージにおけるチップ間の空間
的制約を緩和した半導体装置を提供する。
【解決手段】半導体装置は、パッケージ基板１１と、半
導体チップ１２と、その半導体チップ１２を制御するメ
モリコントローラ１３と、半導体キャパシタを有する電
源チップ１４とを備える。そして、半導体装置は、パッ
ケージ基板１１上に半導体チップ１２（１），１２（２
）が積載され更に、メモリコントローラ１３と、電源チ
ップ１４とが半導体チップ１２（２）上に積載されると
共に、半導体キャパシタは、半導体チップ１２（１），
１２（２）に供給される電圧を安定化させるために用い
られる。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　基板と、
　半導体チップと、
　当該半導体チップを制御するメモリコントローラと、
　キャパシタを有する電源チップと
　を備える半導体装置であって、
　前記基板上に前記半導体チップが積載され更に前記メモリコントローラと前記電源チッ
プとが前記半導体チップ上に積載されると共に、前記キャパシタは、前記半導体チップに
供給される電圧を安定化させるために用いられていること
　を特徴とする半導体装置。
【請求項２】
　前記半導体チップと、前記メモリコントローラと、前記電源チップとの各々は、少なく
とも一辺に電極を備え、
　前記電極が、ボンディングが可能なように、前記半導体チップと、前記メモリコントロ
ーラと、前記電源チップとが積載されていることを特徴とする請求項１記載の半導体装置
。
【請求項３】
　前記電極は、前記基板上に設けられた基板回路パターンとボンディングワイヤにより電
気的に接続されていることを特徴とする請求項１又は２記載の半導体装置。
【請求項４】
　複数の前記基板回路パターンに電気的に接続されると共に、前記基板中に設けられた基
板配線パターンを
　備えることを特徴とする請求項１乃至３のいずれか１項記載の半導体装置。
【請求項５】
　前記電源チップは、当該電源チップの端部近傍から他の端部近傍に延びる配線パターン
を備えることを特徴とする請求項１乃至４のいずれか１項記載の半導体装置。
【請求項６】
　前記電源チップは、
　前記半導体チップ及び前記メモリコントローラの少なくともいずれか一方に電源を供給
する電源供給部と、
　前記電源供給部により供給される電源を制御する電源制御部と
　を備えることを特徴とする請求項１乃至５のいずれか１項記載の半導体装置。
【請求項７】
　前記電源チップは、前記半導体チップ及び前記メモリコントローラの少なくともいずれ
か一方の電位を読み取り、前記読み取った電位のすべての値が予め定めた閾値を超えた場
合に、制御信号を出力し、前記半導体チップ及び前記メモリコントローラの少なくとも一
方の内部電位を初期化するパワーオンリセット部を備えることを特徴とする請求項１乃至
６のいずれか１項記載の半導体装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この発明は、電源チップ、半導体チップ、及びメモリコントローラを１つのパッケージ
内に収容する半導体装置に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　従来、１チップ以上の半導体チップ、メモリコントローラ等を１つのパッケージに収容
するマルチチップパッケージ（ＭＣＰ）と呼ばれる技術がある。このマルチチップパッケ
ージによるメモリシステムは、その実装面積を小さくすることができるため、今日広く利
用されている。
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【０００３】
　このようなマルチチップパッケージにおいて、パッケージサイズの小型化が進んでいる
。このため２つの問題が生じている。第１の問題点は、チップ面積をパッケージに納まる
サイズにしなくてはならないということである。第２の問題点は、パッケージ内のチップ
とパッケージ基板回路パターンとの電気的接続を行うボンディングワイヤに対し制約が多
くなることである。これらの問題は、パッケージ基板上に配置される電源安定化用のキャ
パシタの存在により更に解決が困難となっており、ボンディングワイヤ及び基板回路パタ
ーンとキャパシタとの距離が短くなることにより、歩留りが低下し、その分コストが高く
なっている。また、半導体チップ及びメモリコントローラにおいても素子の微細化は急速
に進んでいるものの、微細なプロセスに要するコストは高い。
【０００４】
　一方、内部回路を動作させるために必要な周辺回路、特に内部電位を生成する電源チッ
プは、キャパシタ容量を必要とする等の理由により微細化が進んでいない。よって、その
ような電源チップを微細プロセスにて製造するとコストが増大するという問題がある。
【０００５】
　この問題に対して占有面積を縮小する様々な工夫が行われている（例えば、特許文献１
）。特許文献１に開示された技術においては、ボンディングパッドをセル領域の上部に形
成し、周辺回路においてボンディングパッド形成のために用意する領域を設けないことに
より、チップ面積を削減することを可能としている。
【特許文献１】特開２００３－１００８９４号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　本発明は、半導体チップ及びメモリコントローラのチップ面積を削減して低コストで製
造することが可能であり、同時にマルチチップパッケージにおけるチップ間の空間的制約
を緩和した半導体装置を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明の一態様に係る半導体装置は、基板と、半導体チップと、当該半導体チップを制
御するメモリコントローラと、キャパシタを有する電源チップとを備える半導体装置であ
って、前記基板上に前記半導体チップが積載され更に前記メモリコントローラと前記電源
チップとが前記半導体チップ上に積載されると共に、前記キャパシタは、前記半導体チッ
プに供給される電圧を安定化させるために用いられていることを特徴とする。
【発明の効果】
【０００８】
　この発明によれば、半導体チップ及びメモリコントローラのチップ面積を削減して低コ
ストで製造することが可能であり、同時にマルチチップパッケージにおけるチップ間の空
間的制約を緩和した半導体装置を提供することが可能となる。
【発明を実施するための最良の形態】
【０００９】
　先ず、図１８を参照して、従来の一般的なマルチチップパッケージによる半導体装置（
メモリシステム）の構成を説明する。例えば、従来の半導体装置は、パッケージ基板１０
１と、そのパッケージ基板１０１上に重ねて配置された半導体チップ１０２（１）、１０
２（２）と、その半導体チップ１０２（２）の上に配置されたメモリコントローラ１０３
とを備える。この半導体チップ１０２（１），１０２（２）及びメモリコントローラ１０
３には、それぞれ電気的接続が可能なボンディングパッド１０２ａ，１０２ａ，１０３ａ
が形成されている。また、半導体装置は、パッケージ基板１０１上に、基板回路パターン
１０４（１），１０４（２）と、キャパシタ１０５とを備える。これらボンディングパッ
ド１０２ａ，１０３ａと、基板回路パターン１０４（１），１０４（２）とは、ボンディ
ングワイヤ１０６により電気的に接続されている。また、キャパシタ１０５の脚部と基板
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回路パターン１０４（２）とは、基板配線パターン１０７により電気的に接続されている
。基板回路パターン１０４（１）或いは１０４（２）の少なくとも一方は、外部装置（図
示略）と電気的に接続され、各信号等を入出力される。すなわち、外部装置からの信号は
、基板回路パターン１０４（１），１０４（２）、基板配線パターン１０７及びボンディ
ングワイヤ１０６を介して、半導体チップ１０２（１），１０２（２）、メモリコントロ
ーラ１０３、及びキャパシタ１０５に供給される。
【００１０】
　上記のような従来技術にあっては、主にキャパシタ１０５の占有体積が問題であった。
【００１１】
　以下、図面を参照して、本発明の一実施形態に係る半導体装置を説明する。
【００１２】
［第１実施形態］
　図１を参照して、本発明の第１実施形態に係る半導体装置を説明する。図１は、第１実
施形態に係る半導体装置の概略図である。
【００１３】
　図１に示すように、本発明の第１実施形態に係る半導体装置は、パッケージ基板１１と
、そのパッケージ基板１１上に重ねて配置された半導体チップ１２（１）、１２（２）と
、その半導体チップ１２（２）の上に配置されたメモリコントローラ１３と、キャパシタ
の機能を内部に有する電源チップ１４とを備える。半導体チップ１２（１），１２（２）
は、例えばＮＡＮＤ型フラッシュメモリ等の記憶装置であるが、特にこれに限定されるも
のではない。これら半導体チップ１２（１），１２（２）、メモリコントローラ１３、及
び電源チップ１４には、それぞれ電気的接続が可能なボンディングパッド１２ａ，１２ａ
，１３ａ，１４ａが形成されている。これらボンディングパッド１２ａ，１３ａが互いに
重なって隠れてしまうことがないように（換言すれば、ボンディングが可能なように）、
２つの半導体チップ１２（１），１２（２）、電源チップ１４の順に、階段状に積載され
、メモリコントローラ１３は、電源チップ１４と並列して半導体チップ１２（２）上に積
載されている。また、半導体装置は、パッケージ基板１１上に積載された上記構成を封止
する封止材１８を有し、パッケージ基板１１の下面に、半田ボール１９を設けている。
【００１４】
　この半導体装置は、パッケージ基板１１の上面側の両端に、基板回路パターン１５（１
）、１５（２）を備える。２つの半導体チップ１２（１），１２（２），メモリコントロ
ーラ１３，及び電源チップ１４の各々のボンディングパッド１２ａ，１２ａ，１３ａ，１
４ａは、基板回路パターン１５（１）に、ボンディングワイヤ１６により電気的に接続さ
れている。また、メモリコントローラ１３のボンディングパッド１３ａと、基板回路パタ
ーン１５（１）とは反対側の端部に位置する基板回路パターン１５（２）との間は、ボン
ディングワイヤ１６により電気的に接続されている。また、基板回路パターン１５（１）
、１５（２）と、半田ボール１９との間は基板配線パターン１７により電気的に接続され
ている。
【００１５】
　基板回路パターン１５（１），１５（２）は、外部装置（図示略）と電気的に接続され
ており、信号が入力されている。すなわち、外部装置からの信号は、半田ボール１９から
基板回路パターン１５（１），１５（２）及びボンディングワイヤ１６を介して、半導体
チップ１２（１），１２（２）、メモリコントローラ１３、電源チップ１４に供給される
。
【００１６】
　次に、図２を参照して、電源チップ１４の構成を説明する。図２は、電源チップの構成
を示す概略図である。
【００１７】
　図２に示すように、第１実施形態に係る電源チップ１４は、電源が供給される電源電圧
用パッド１４１と、接地された接地電圧用パッド１４２と、これら電源電圧用パッド１４
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１及び接地電圧用パッド１４２に接続された半導体キャパシタ１４３とにより構成されて
いる。なお、電源電圧用パッド１４１及び接地電圧用パッド１４２は、図１におけるボン
ディングパッド１４ａに対応する。
【００１８】
　半導体キャパシタ１４３は、ＮチャンネルＭＯＳトランジスタにより構成されており、
そのゲート電極は、電源電圧用パッド１４１に接続され、そのソース電極及びドレイン電
極は、接地電圧用パッド１４２に接続されている。
【００１９】
　このように、電源チップ１４の半導体キャパシタ１４３を有する構成により、外部から
の電源電圧が一時的に供給されない状態であっても、半導体キャパシタ１４３に蓄積され
た電荷により、半導体チップ１２及びメモリコントローラ１３の動作に伴い消費される電
源電圧の低下を抑制し、これを安定化させることができる。
【００２０】
　本実施形態においては、従来例においてパッケージ基板上に単独で配置されていたキャ
パシタの代わりに、半導体チップ１２（２）上に半導体キャパシタ１４３を有する電源チ
ップ１４を積載する構成としている。したがって、パッケージが小型化した際の半導体チ
ップ及びメモリコントローラのチップ面積への制約を緩和することができる。
【００２１】
　さらには、上記第１実施形態の構成によれば、チップ間の空間的制約を緩和することが
できる。そして、この空間的制約の緩和により、製造時の歩留りが向上するので、低コス
トでマルチチップパッケージによる半導体装置（メモリシステム）を実現することが可能
となる。なお、上記第一実施形態においては、２つの半導体チップ１２（１），１２（２
）を有する構成としたが、１つの半導体チップ１２（１）（或いは１２（２））のみを有
する構成としてもよい。また、２つ以上の半導体チップを備える構成としてもよい。
【００２２】
［第２実施形態］
　次に、図３を参照して、本発明の第２実施形態に係る半導体装置の構成を説明する。図
３は、本発明の第２実施形態に係る半導体装置の構成を示す側面図である。なお、第１実
施形態と同一の構成は、同一符号を付し、その説明を省略する。
【００２３】
　図３に示すように、第２実施形態に係る半導体装置は、第１実施形態と異なり、電源チ
ップ１４’が半導体チップ１２（２）上の全面に亘る大きさを有するように形成され、こ
の電源チップ１４’上にメモリコントローラ１３が積載された構成である。また、２つの
半導体チップ１２（１），１２（２）と電源チップ１４’は、各々のボンディングパッド
１２ａ，１２ａ，１４’ａが重なって隠れてしまうことがないように（換言すれば、ボン
ディングが可能なように）、階段上に、半導体チップ１２（１），半導体チップ１２（２
）、電源チップ１４’、メモリコントローラ１３の順に積載されている。
【００２４】
　上記のような第２実施形態に係る半導体装置の構成により、チップ間の空間的制約を緩
和することができる。そして、この空間的制約の緩和により、製造時の歩留りが向上する
ので、低コストでマルチチップパッケージによる半導体装置（メモリシステム）を実現す
ることができる。
【００２５】
［第３実施形態］
　次に、図４を参照して、本発明の第３実施形態に係る半導体装置の構成を説明する。図
４は、本発明の第３実施形態に係る半導体装置の構成を示す側面図である。なお、第２実
施形態と同一の構成は、同一符号を付し、その説明を省略する。
【００２６】
　図４に示すように、第３実施形態に係る半導体装置においては、ボンディングパッド１
２ａ，１２ａ，１３ａ，１４ａが重って隠れてしまうことがないように（換言すれば、ボ
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ンディングが可能なように）、パッケージ基板１１上に、半導体チップ１２（１）、電源
チップ１４’、半導体チップ１２（２）、メモリコントローラ１３の順に、第２実施形態
と異なる順番で階段状に積載されている。換言すると、電源チップ１４’は、半導体チッ
プ１２（１），１２（２）の間に配置されている。
【００２７】
　上記のような第３実施形態に係る半導体装置の構成により、チップ間の空間的制約を緩
和することができる。そして、この空間的制約の緩和により、製造時の歩留りが向上する
ので、低コストでマルチチップパッケージによる半導体装置（メモリシステム）を実現す
ることができる。
【００２８】
［第４実施形態］
　次に、図５を参照して、本発明の第４実施形態に係る半導体装置の構成を説明する。図
５は、本発明の第４実施形態に係る半導体装置の構成を示す側面図である。なお、第３実
施形態と同一の構成は、同一符号を付し、その説明を省略する。
【００２９】
　図５に示すように、第４実施形態に係る半導体装置は、第３実施形態の構成に、さらに
、半導体チップ及び電源チップが、各々１つずつ追加されている。すなわち、第４実施形
態に係る半導体装置は、半導体チップ１２（１）～１２（３）と、メモリコントローラ１
３と、電源チップ１４’（１），１４’（２）とを有する構成である。これらは、パッケ
ージ基板１１上に、半導体チップ１２（１）、電源チップ１４’（１）、半導体チップ１
２（２）、電源チップ１４’（２）、半導体チップ１２（３）の順に、各々が有するボン
ディングパッド１２ａ，１３ａ，１４’ａが互いに重なって隠れてしまうことがないよう
に（換言すれば、ボンディングが可能なように）階段状に積載され、その半導体チップ１
２（３）上にメモリコントローラ１３が配置されている。
【００３０】
　次に、半導体チップ１２（１）～１２（３）、メモリコントローラ１３、電源チップ１
４’（１），１４’（２）間の電気的接続について説明する。半導体チップ１２（１）～
１２（３）のボンディングパッド１２ａ，１２ａ，１２ａと、電源チップ１４’（１），
１４’（２）のボンディングパッド１４’ａ，１４’ａとは、基板回路パターン１５（１
）にボンディングワイヤ１６により電気的に接続されている。また、メモリコントローラ
１３のボンディングパッド１３ａは、基板回路パターン１５（２）に、ボンディングワイ
ヤ１６により電気的に接続されている。
【００３１】
　上記のような第４実施形態に係る半導体装置の構成により、チップ間の空間的制約を緩
和することができる。そして、この空間的制約の緩和により、製造時の歩留りが向上する
ので、低コストでマルチチップパッケージによるメモリシステムを実現することができる
。
【００３２】
　なお、本実施形態のように３つの半導体チップ１２（１）～１２（３）に限られること
はなく、４つ以上であってもよい。また、２つの電源チップ１４’（１），１４’（２）
に限られることなく、３つ以上であってもよい。
【００３３】
［第５実施形態］
　次に、図６を参照して、本発明の第５実施形態に係る半導体装置の構成を説明する。図
６は、本発明の第５実施形態に係る半導体装置の構成を示す側面図である。なお、第２実
施形態と同一の構成は、同一符号を付し、その説明を省略する。
【００３４】
　図６に示すように、第５実施形態に係る半導体装置は、第２実施形態と略同様の構成を
有する。第５実施形態の半導体装置における第２実施形態と異なる構成は、半導体チップ
１２（１），１２（２）と、電源チップ１４’との積載された位置関係にある。つまり、
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半導体チップ１２（１）、電源チップ１４’、半導体チップ１２（２）、メモリコントロ
ーラ１３の順に、積載されている。半導体チップ１２（１），１２（２）は、積載方向と
平行方向に、ボンディングパッド１２ａが存在する側の端部を揃えて配置されている。一
方、電源チップ１４’は、その半導体チップ１２（１）、１２（２）の間に挟まれるよう
に、かつそのボンディングパッド１４’ａ及びボンディングパッド１２ａが露出してボン
ディングが可能なように、基板回路パターン１５（２）方向にずらして配置されている。
【００３５】
　次に、半導体チップ１２（１），１２（２）と、メモリコントローラ１３と、電源チッ
プ１４’との間の電気的接続について説明する。半導体チップ１２（１）、１２（２）の
ボンディングパッド１２ａ、１２ａと、メモリコントローラ１３のボンディングパッド１
３ａは、基板回路パターン１５（１）に、ボンディングワイヤ１６により電気的に接続さ
れている。また、メモリコントローラ１３のボンディングパッド１３ａと、電源チップ１
４’のボンディングパッド１４’ａは、反対側の基板回路パターン１５（２）に、ボンデ
ィングワイヤ１６により電気的に接続されている。
【００３６】
　上記のような第５実施形態に係る半導体装置の構成により、一段目の半導体チップ１２
（１）と三段目の半導体チップ１２（２）との間に、電源チップ１４’が介在しているの
で、半導体チップ１２（１）と半導体チップ１２（２）と横方向の位置（ボンディングパ
ッド１２ａが存在する側の端部）を揃えて積載させ、ボンディングワイヤ１６により接続
することができる。従って、上述した実施形態に比べ、チップ面積の制約を緩和すること
ができる。
【００３７】
　また、通常このような構成には、スペーサと呼ばれるチップ間挿入物を半導体チップ１
２（１），１２（２）の間に配置していたため、スペーサの分だけコストが高くなってい
た。本実施形態においては、そのスペーサの役割を電源チップ１４’が果たすことにより
、スペーサが不要となるため、更に低コストのマルチチップパッケージを実現することが
できる。
【００３８】
　また、上記第５実施形態による構成によれば、第１～４実施形態と同様に、チップ間の
空間的制約を緩和することができる。そして、この空間的制約の緩和により、低コストで
マルチチップパッケージによる半導体装置（メモリシステム）を実現することができる。
【００３９】
［第６実施形態］
　次に、図７を参照して、本発明の第６実施形態に係る半導体装置の構成を説明する。図
７は、本発明の第６実施形態に係る半導体装置の構成を示す側面図である。なお、第５実
施形態と同一の構成は、同一符号を付し、その説明を省略する。
【００４０】
　図７に示すように、第６実施形態に係る半導体装置は、第５実施形態と略同様の構成を
有する。第６実施形態に係る半導体装置は、基板回路パターン１５（１）と基板回路パタ
ーン１５（２）とが、パッケージ基板１１内に設けられた基板配線パターン１７’により
電気的に接続されている点で、第５実施形態と異なる。
【００４１】
 次に、半導体チップ１２（１），１２（２）と、メモリコントローラ１３と、電源チッ
プ１４’と間の電気的接続について説明する。半導体チップ１２（１），１２（２）のボ
ンディングパッド１２ａ，１２ａは、基板回路パターン１５（１）に、ボンディングワイ
ヤ１６により電気的に接続されている。また、メモリコントローラ１３のボンディングパ
ッド１３ａと、電源チップ１４’のボンディングパッド１４’ａは、基板回路パターン１
５（２）に、ボンディングワイヤ１６により電気的に接続されている。
【００４２】
　上記のような第６実施形態に係る半導体装置の構成により、第５実施形態と比較して、
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ボンディングワイヤ１６の長さを短くすることができる。したがって、ボンディングワイ
ヤ１６の長さに比例するインダクタンスが低減され、電源電位の変動を小さくすることが
可能となる。
【００４３】
　また、上記第６実施形態による構成によれば、第１～５実施形態と同様に、チップ間の
空間的制約を緩和することができる。そして、この空間的制約の緩和により、低コストで
マルチチップパッケージによる半導体装置（メモリシステム）を実現することができる。
【００４４】
［第７実施形態］
　次に、図８を参照して、本発明の第７実施形態に係る半導体装置の構成を説明する。図
８は、本発明の第７実施形態に係る半導体装置の構成を示す側面図である。なお、第７実
施形態と同一の構成は、同一符号を付し、その説明を省略する。
【００４５】
　図８に示すように、第７実施形態に係る半導体装置は、第５実施形態の構成に、さらに
、半導体チップ１２及び電源チップ１４が、各々１つずつ追加されている。すなわち、第
７実施形態に係る半導体装置は、半導体チップ１２（１）～１２（３）と、メモリコント
ローラ１３と、これらの間に挟まれる電源チップ１４’（１），１４’（２）とを有する
構成である。これらは、半導体チップ１２（１）、電源チップ１４’（１）、半導体チッ
プ１２（２）、電源チップ１４’（２）、半導体チップ１２（３）、メモリコントローラ
１３の順に、積載されている。半導体チップ１２（１）～１２（３）は、ボンディングパ
ッド１２ａが存在する側の端部を積載方向と平行方向に揃えて配置されている。電源チッ
プ１４’（１），１４’（２）は、半導体チップ１２（１），１２（２），１２（３）に
挟まれるように、かつそのボンディングパッド１４’ａ上及びボンディングパッド１２ａ
が露出してボンディングが可能なように、基板回路パターン１５（２）の方向にずらして
配置されている。
【００４６】
　次に、上記積載された半導体チップ１２（１）～１２（３）と、メモリコントローラ１
３と、電源チップ１４’（１），１４’（２）との間の電気的接続について説明する。半
導体チップ１２（１）～１２（３）のボンディングパッド１２ａ，１２ａ，１２ａと、メ
モリコントローラ１３のボンディングパッド１３ａは、基板回路パターン１５（１）に、
ボンディングワイヤ１６により電気的に接続されている。また、メモリコントローラ１３
のボンディングパッド１３ａとは、電源チップ１４’（２）のボンディングパッド１４’
ａに、ボンディングワイヤ１６により電気的に接続されている。また、電源チップ１４’
（１），１４’（２）のボンディングパッド１４’ａ，１４’ａは、基板回路パターン１
５（２）に、ボンディングワイヤ１６により電気的に接続されている。
【００４７】
　上記のような第７実施形態の構成によれば、第１～６実施形態と同様に、チップ間の空
間的制約を緩和することができる。そして、この空間的制約の緩和により、低コストでマ
ルチチップパッケージによる半導体装置（メモリシステム）を実現することができる。
【００４８】
［第８実施形態］
　次に、図９を参照して、本発明の第８実施形態に係る半導体装置の構成を説明する。図
９は、本発明の第８実施形態に係る半導体装置の構成を示す側面図である。なお、第７実
施形態と同一の構成は、同一符号を付し、その説明を省略する。
【００４９】
　図９に示すように、第８実施形態に係る半導体装置は、第７実施形態と略同様の構成を
有する。第８実施形態に係る半導体装置は、基板回路パターン１５（１）と基板回路パタ
ーン１５（２）とが、パッケージ基板１１内に設けられた基板配線パターン１７’により
電気的に接続されている点で、第７実施形態と異なる。
【００５０】
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　次に、上記積載された半導体チップ１２（１）～１２（３）と、メモリコントローラ１
３と、電源チップ１４’（１），１４’（２）との間の電気的接続について説明する。
【００５１】
　半導体チップ１２（１）～（３）のボンディングパッド１２ａ，１２ａ，１２ａは、基
板回路パターン１５（１）に、ボンディングワイヤ１６により電気的に接続されている。
また、メモリコントローラ１３のボンディングパッド１３ａは、電源チップ１４’（２）
のボンディングパッド１４’ａに、ボンディングワイヤ１６により電気的に接続されてい
る。また、電源チップ１４’（１）,１４’（２）のボンディングパッド１４’ａ，１４
’ａは、基板回路パターン１５（２）に、ボンディングワイヤ１６により電気的に接続さ
れている。
【００５２】
　上記のような第８実施形態に係る半導体装置の構成により、第７実施形態と比較して、
ボンディングワイヤの長さを短くすることができる。したがって、ボンディングワイヤの
長さに比例するインダクタンスが低減され、電源電位の変動を小さくすることが可能とな
る。
【００５３】
　また、上記第８実施形態による構成によれば、第１～７実施形態と同様に、チップ間の
空間的制約を緩和することができる。そして、この空間的制約の緩和により、低コストで
マルチチップパッケージによる半導体装置（メモリシステム）を実現することができる。
【００５４】
［第９実施形態］
　次に、図１０及び図１１を参照して、本発明の第９実施形態に係る半導体装置の構成を
説明する。図１０は、本発明の第９実施形態に係る半導体装置の構成を示す上面図である
。
【００５５】
　図１０に示すように、第９実施形態に係る半導体装置は、矩形のパッケージ基板２１と
、そのパッケージ基板２１の上に、矩形の半導体チップ２２（１），２２（２）、メモリ
コントローラ２３、電源チップ２４が積載されている。なお、図示は省略するが、第９実
施形態においても、第１～第８実施形態と同様に、封止材及び半田ボールが設けられてい
る。
【００５６】
　パッケージ基板２１上には、その一方の短辺端部に沿って、複数の基板回路パターン２
５（１），２５（２）が設けられ、その他方の短辺端部に沿って複数の基板回路パターン
２５（５）が設けられている。また、パッケージ基板２１上には、その一方の長辺端部に
沿って、基板回路パターン２５（３），２５（４）が、設けられている。
【００５７】
　半導体チップ２２（１），２２（２）上には、その短辺端部に沿って、ボンディングパ
ッド２２ａ，２２ａが設けられている。
【００５８】
　メモリコントローラ２３上には、その一方の長辺端部及び一方の短辺端部に沿って、ボ
ンディングパッド２３ａ，２３ｂが設けられている。
【００５９】
　電源チップ２４は、図１１に示すように、一方の短辺端部に沿って、電源が供給される
電源電圧用パッド２４１と、接地された接地電圧用パッド２４２とが設けられている。こ
れら電源電圧用パッド２４１及び接地電圧用パッド２４２には、半導体キャパシタ２４３
が接続されている。
【００６０】
　半導体キャパシタ２４３は、ＮチャンネルＭＯＳトランジスタにより構成されており、
そのゲート電極は、電源電圧用パッド２４１に接続され、そのソース電極及びドレイン電
極は、接地電圧用パッド２４２に接続されている。
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【００６１】
　また、電源電圧用パッド２４１から接地電圧用パッド２４２を結ぶ直線の延長線上に第
１の配線パッド２４４ａが設けられている。また、長辺端部に沿って第２の配線パッド２
４４ｂが設けられている。上記第１及び第２の配線パッド２４４ａ，２４４ｂ間は、配線
パターン２４５により電気的に接続されている。
【００６２】
　次に、パッケージ基板２１と、そのパッケージ基板２１の上に積載された、矩形の半導
体チップ２２（１），２２（２）、メモリコントローラ２３、電源チップ２４の配置につ
いて説明する。半導体チップ２２（１），２２（２）、メモリコントローラ２３、電源チ
ップ２４は、それらのボンディングパッド２２ａ，２３ａ，２４１，２４２，２４４ａ，
２４４ｂ等が、上述の実施形態と同様、ボンディングが可能なようにずらして配置される
。
【００６３】
　半導体チップ２２（１）は、そのボンディングパッド２２ａをパッケージ基板２１の基
板回路パターン２５（１），２５（２）に隣接させる向きに、パッケージ基板２１上に積
載されている。
【００６４】
　電源チップ２４は、その電源電圧用パッド２４１，接地電圧用パッド２４２，及び第１
配線パッド２４４ａをパッケージ基板２１の基板配線パターン２５（５）と隣接させる向
きにして、半導体チップ２２（１）上に積載されている。
【００６５】
　半導体チップ２２（２）は、そのボンディングパッド２２ａを半導体チップ２２（１）
のボンディングパッド２２ａに隣接させる向きに、電源チップ２４上に積載されている。
【００６６】
　メモリコントローラ２３は、そのボンディングパッド２３ａを電源チップ２４の配線パ
ッド２４４ａに隣接させる向きに、半導体チップ２２（２）上に積載されている。
【００６７】
　次に、再び図１０を参照してこれら半導体チップ２２（１），２２（２）、メモリコン
トローラ２３、電源チップ２４の間の電気的接続について説明する。これらの間は、ボン
ディングワイヤ２６により接続されている。ここで、ボンディングワイヤ２６により、例
えば、チップ「Ａ」に設けられたボンディングパッド「ａ」とチップ「Ｂ」に設けられた
ボンディングパッド「ｂ」とが電気的に接続されている場合に、「Ａ｛ａ｝－Ｂ｛ｂ｝」
と記載する。本実施形態のボンディングワイヤ２６（［配線１］～［配線５］）による電
気的接続関係は、５つの配線群［配線１］～［配線５］から構成されている。上記記載を
用いれば、以下に示す記載となる。
【００６８】
　　［配線１］・・・２２（１）｛２２ａ｝－２１｛２５（１）｝
                     ２２（１）｛２２ａ｝－２１｛２５（２）｝
                     ２２（２）｛２２ａ｝－２１｛２５（１）｝
                     ２２（２）｛２２ａ｝－２１｛２５（２）｝
　　［配線２］・・・２３｛２３ｂ｝－２１｛２５（４）｝
　　［配線３］・・・２３｛２３ａ｝－２１｛２５（５）｝
                     ２４｛２４１｝－２１｛２５（５）｝
                     ２４｛２４２｝－２１｛２５（５）｝
　　［配線４］・・・２４｛２４４ｂ｝－２１｛２５（３）｝
　　［配線５］・・・２３｛２３ａ｝－２４｛２４４ａ｝
　上記のように構成された第９実施形態に係る半導体装置は、電源チップ２４が、配線パ
ターン２４５を有する構成であるので、長距離におよぶパッド間の接続にボンディングワ
イヤを用いる必要が低減される。例えば、図１０においては、メモリコントローラ２３の
ボンディングパッド２３ａから、配線パターン２４５を介して、基板回路パターン２５（
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３）に電気的に接続することが可能となっている。
【００６９】
　したがって、隣接するボンディングワイヤ２６が、接触してショートする等の危険性が
、抑制される。また、ボンディングワイヤ２６の長さを短くすることができるので、イン
ダクタンスを低減することが可能となる。
【００７０】
　また、上記第９実施形態による構成によれば、第１～８実施形態と同様に、チップ間の
空間的制約を緩和することができる。そして、この空間的制約の緩和により、低コストで
マルチチップパッケージによる半導体装置（メモリシステム）を実現することができる。
【００７１】
［第１０実施形態］
　次に、図１２を参照して、本発明の第１０実施形態に係る半導体装置の構成を説明する
。図１２は、本発明の第１０実施形態に係る半導体装置の構成を示す上面図である。なお
、第９実施形態と同一の構成は、同一符号を付し、その説明を省略する。
【００７２】
　第１０実施形態に係る半導体装置の第９実施形態と異なる構成は、矩形状のメモリコン
トローラ２３’、電源チップ２４’の構成、及びそれらの積載された位置関係である。
【００７３】
　メモリコントローラ２３’は、矩形であって、その２つの長辺端部に沿ってそれぞれ配
列されたボンディングパッド２３’ａ，２３ｂ’と、その一方の短辺端部に沿って配列さ
れたボンディングパッド２３’ｃとを備えている。
【００７４】
　電源チップ２４’は、矩形であって、その一方の長辺端部に沿って、複数の電源電圧用
パッド２４１’、及び複数の接地電圧用パッド２４２’が形成されている。また、電源チ
ップ２４’の他方の長辺端部に沿って、複数の第１配線パッド２４４’ａが形成されてい
る。一方、電源チップ２４’の一方の短辺端部に沿って、第２配線パッド２４４’ｂが形
成されている。上記第１配線パッド２４４’ａと第２配線パッド２４４’ｂとの間は、配
線パターン２４５’により電気的に接続されている。
【００７５】
　次に、パッケージ基板２１と、そのパッケージ基板２１の上に積載された、半導体チッ
プ２２（１），２２（２）、メモリコントローラ２３’、電源チップ２４’の配置につい
て説明する。なお、各々のボンディングパッド２２ａ，２３’ａ，２３’ｂ，２３’ｃ，
２４４’ａ，２４４’ｂ，２４１’，２４２’等がボンディング可能なようずらして配置
されているのは、前記実施形態と同様である。
【００７６】
　半導体チップ２２（１）は、そのボンディングパッド２２ａをパッケージ基板２１の基
板回路パターン２５（１），２５（２）に隣接させる向きに、パッケージ基板２１上に積
載されている。
【００７７】
　半導体チップ２２（２）は、そのボンディングパッド２２ａを半導体チップ２２（１）
のボンディングパッド２２ａに隣接させる向きに、半導体チップ２２（１）上に積載され
ている。
【００７８】
　電源チップ２４’は、その配線パッド２４４’ｂをパッケージ基板２１の基板配線パタ
ーン２５（３）と隣接させる向きに、半導体チップ２２（２）上に積載されている。換言
すると、半導体チップ２４’は、その電源電圧用パッド２４１’及び接地電圧用パッド２
４２’を半導体チップ２２（２）のボンディングパッド２２ａに隣接させる向きに、その
配線パッド２４４’ａをパッケージ基板２１の基板配線パターン２５（５）側に向けて、
配置されている。
【００７９】
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　メモリコントローラ２３’は、そのボンディングパッド２３’ａをパッケージ基板２１
の基板配線パターン２５（５）と隣接させる向きに、半導体チップ２２（２）上に、電源
チップ２４’と並列して積載されている。換言すると、メモリコントローラ２３’は、そ
のボンディングパッド２３’ｃをパッケージ基板２１の基板配線パターン２５（４）に隣
接させる向きに、その配線パッド２３’ｂを電源チップ２４’の配線パッド２４４’ａに
隣接させる向きに、配置されている。
【００８０】
　次に、これら半導体チップ２２（１），２２（２）、メモリコントローラ２３’、電源
チップ２４’の間の電気的接続について説明する。これらの間は、ボンディングワイヤ２
６（[配線１’]～[配線５’]）により接続されている。本実施形態のボンディングワイヤ
２６による電気的接続関係は、以下に示す５つの配線群［配線１’］～［配線５’］から
構成されている。
【００８１】
　　［配線１’］・・・２２（１）｛２２ａ｝－２１｛２５（１）｝
                      ２２（１）｛２２ａ｝－２１｛２５（２）｝
                      ２２（２）｛２２ａ｝－２１｛２５（１）｝
                      ２２（２）｛２２ａ｝－２１｛２５（２）｝
                      ２４’｛２４１’｝－２１｛２５（１）｝
                      ２４’｛２４２’｝－２１｛２５（２）｝
　　［配線２’］・・・２４’｛２４４’ｂ｝－２１｛２５（３）｝
　　［配線３’］・・・２３’｛２３’ｃ｝－２１｛２５（４）｝
　　［配線４’］・・・２３’｛２３’ａ｝－２１｛２５（５）｝
　　［配線５’］・・・２３’｛２３’ｂ｝－２４’｛２４４’ａ｝
　上記のように構成された第１０実施形態に係る半導体装置は、電源チップ２４’が、配
線パターン２４５’を有する構成であるので、長距離におよぶパッド間の接続にボンディ
ングワイヤを用いる必要が低減される。例えば、図１２においては、メモリコントローラ
２３’のボンディングパッド２３’ｂは、配線パターン２４５’を介して、基板回路パタ
ーン２５（３）に電気的に接続することが可能とされている。
【００８２】
　したがって、隣接するボンディングワイヤ２６が、接触してショートする等の危険性が
、抑制される。また、ボンディングワイヤ２６の長さを短くすることができるので、イン
ダクタンンスを低減させることが可能となる。
【００８３】
　また、上記第１０実施形態による構成によれば、第１～９実施形態と同様に、チップ間
の空間的制約を緩和することができる。そして、この空間的制約の緩和により、低コスト
でマルチチップパッケージによる半導体装置（メモリシステム）を実現することができる
。
【００８４】
［第１１実施形態］
　次に、図１３及び図１４を参照して、本発明の第１１実施形態に係る半導体装置の構成
を説明する。図１３は、本発明の第１１実施形態に係る半導体装置の構成を示す上面図で
あり、図１４は、その電源チップの構成を示す上面図である。なお、第１０実施形態と同
一の構成は、同一符号を付し、その説明を省略する。
【００８５】
　第１１実施形態に係る半導体装置は、第１０実施形態と比較し、電源チップ２４’’が
異なる構成を有する。
【００８６】
　電源チップ２４’’は、図１４に示すように、矩形であって、その一方の短辺端部に沿
って電源電圧用パッド２４１’’と，接地電圧用パッド２４２’’とが並列して形成され
ている。これら電源電圧用パッド２４１’’、及び接地電圧用パッド２４２’は、半導体
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キャパシタ２４３’’に接続されている。また、電源チップ２４’’には、その他方の短
辺端部に沿って第１配線パッド２４４’’ａが設けられ、その一方の短辺端部に沿って第
２配線パッド２４４ｂ’’が設けられている。これら第１配線パッド２４４ａ’’と第２
配線パッド２４４ｂ’’とは、配線パターン２４５’’により電気的に接続されている。
【００８７】
　次に、パッケージ基板２１と、そのパッケージ基板２１の上に積載された、半導体チッ
プ２２（１），２２（２）、メモリコントローラ２３’’、電源チップ２４’’の配置に
ついて説明する。
【００８８】
　半導体チップ２２（１）は、そのボンディングパッド２２ａをパッケージ基板２１の基
板回路パターン２５（１），２５（２）に隣接させる向きに、パッケージ基板２１上に積
載されている。
【００８９】
　半導体チップ２２（２）は、そのボンディングパッド２２ａを半導体チップ２２（１）
のボンディングパッド２２ａに隣接させる向きに、半導体チップ２２（１）上に積載され
ている。
【００９０】
　電源チップ２４’’は、その配線パッド２４４’’ｂを半導体チップ２２（２）のボン
ディングパッド２２ａに隣接させる向きに、半導体チップ２２（２）上に積載されている
。
【００９１】
　メモリコントローラ２３’は、そのボンディングパッド２３’ｂを電源チップ２４’’
の配線パッド２４４’’ａに隣接させる向きに、半導体チップ２２（２）上に、電源チッ
プ２４’’と並列して積載されている。
【００９２】
　次に、これら半導体チップ２２（１），２２（２）、メモリコントローラ２３’、電源
チップ２４’’の間の電気的接続について説明する。これらの間は、ボンディングワイヤ
２６により接続されている。本実施形態のボンディングワイヤ２６による電気的接続関係
は、以下に示す５つの配線群［配線１’’］～［配線５’’］から構成されている。
【００９３】
 　 ［配線１’’］・・・２１｛２５（１）｝－２４’’｛２４４’’ｂ｝
　　［配線２’’］・・・２２（１）｛２２ａ｝－２１｛２５（２）｝
                     　２２（２）｛２２ａ｝－２１｛２５（２）｝
                     　２４’’｛２４１’’｝－２１｛２５（２）｝
                     　２４’’｛２４２’’｝－２１｛２５（２）｝
　　［配線３’’］・・・２３’｛２３’ｃ｝－２１｛２５（４）｝
　　［配線４’’］・・・２３’｛２３’ａ｝－２１｛２５（５）｝
　　［配線５’’］・・・２３’｛２３’ｂ｝－２４’’｛２４４’’ａ｝
　上記のように構成された第１１実施形態に係る半導体装置は、電源チップ２４’’が、
配線パターン２４５’’を有する構成であるので、長距離におよぶパッド間の接続にボン
ディングワイヤ２６を用いる必要が低減される。例えば、図１３においては、メモリコン
トローラ２３’のボンディングパッド２３’ｂから、配線パターン２４５’’を介して、
基板回路パターン２５（１）に電気的に接続することが可能となっている。
【００９４】
　したがって、隣接するボンディングワイヤ２６が、接触してショートする等の危険性が
、抑制される。又は、ボンディングワイヤ２６によるインダクタンンスを低減させること
が可能となる。
【００９５】
　また、上記第１１実施形態による構成によれば、第１～１０実施形態と同様に、チップ
間の空間的制約を緩和することができる。そして、この空間的制約の緩和により、低コス
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トでマルチチップパッケージによる半導体装置（メモリシステム）を実現することができ
る。
【００９６】
［第１２実施形態］
　次に、図１５を参照して、本発明の第１２実施形態に係る半導体装置の構成を説明する
。図１５は、本発明の第１２実施形態に係る半導体装置の電源チップの構成を示す上面図
である。なお、半導体装置の全体の構成は、第１～第１１実施形態のいずれの形態であっ
てもよい。
【００９７】
　第１２実施形態に係る電源チップ２４Ａの構成は、外部からの電源を供給する上記電源
チップとは異なり、内部電源を生成する機能を搭載している。図１５に示すように、電源
チップ２４Ａは、上記構成と同様に、電源電圧用パッド２４Ａ１と、接地電圧用パッド２
４Ａ２と、それら電源電圧用パッド２４Ａ１及び接地電圧用パッド２４Ａ２に接続された
半導体キャパシタ２４Ａ３を備える。また、電源チップ２４Ａは、上記構成に加え、電源
電圧用パッド２４Ａ１，接地電圧用パッド２４Ａ２に接続された内部電位を生成する電源
供給回路２４Ａ５と、その内部電位を制御する電源制御回路２４Ａ５とを備えている。ま
た、電源制御回路２４Ａ４には、メモリコントローラ２３からの制御信号をやり取りする
制御信号パッド２４Ａ６が設けられており、電源供給回路２４Ａ４には、内部電源を供給
する内部電源供給パッド２４Ａ７が設けられている。
【００９８】
　上記構成によれば、第１２実施形態に係る半導体装置は、電源チップ２４Ａ内において
、内部電源を生成して、半導体チップ２２、及びメモリコントローラ２３に供給する構成
を有する。したがって、第１２実施形態の半導体装置は、各半導体チップ及びメモリコン
トローラに電源制御回路２４Ａ４、電源供給回路２４Ａ５を設ける必要がない。したがっ
て、半導体チップ及びメモリコントローラの面積を削減できる。更に、パッケージが小型
化した際の空間的制約を緩和することができる。
【００９９】
　また、上記第１２実施形態による構成によれば、チップ間の空間的制約を緩和すること
ができる。そして、この空間的制約の緩和により、低コストでマルチチップパッケージに
よる半導体装置（メモリシステム）を実現することができる。
【０１００】
［第１３実施形態］
　次に、図１６を参照して、本発明の第１３実施形態に係る半導体装置の構成を説明する
。本発明の第１３実施形態に係る半導体装置は、第１２実施形態に係る電源チップ２４Ａ
の電源制御回路２４Ａ４にパワーオンリセット回路２４Ａ８を備えた構成である。図１６
は、本発明の第１３実施形態に係る半導体装置のパワーオンリセット回路の構成を示す回
路図である。なお、パワーオンリセット回路２４Ａ８は、半導体チップ２２及びメモリコ
ントローラ２３の内部電位を初期化し、外部装置との信号のやり取りを可能とするもので
ある。
【０１０１】
　図１６に示すように、本発明の第１３実施形態に係る半導体装置のパワーオンリセット
回路２４Ａ８は、複数のパワーオン検知回路２４Ａ９と、パワーオン検知回路２４Ａ９の
出力側に設けられたインバータＧ１，Ｇ２，Ｇ３と、それらインバータＧ１，Ｇ２，Ｇ３
の出力が入力されるＮＡＮＤゲートＧ４と、ＮＡＮＤゲートＧ４からの信号が入力される
インバータＧ５とにより構成されている。なお、図１６においては、３つのパワーオン検
知回路２４Ａ９により構成されているが、さらに複数のパワーオン検知回路２４Ａ９を備
える構成であってもよい。
【０１０２】
　パワーオン検知回路２４Ａ９は、２つのＰＭＯＳトランジスタＴ２，Ｔ３と、ＮＭＯＳ
トランジスタＴ４と、抵抗Ｒ４とにより構成されている。ＰＭＯＳトランジスタＴ２，Ｔ
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３のソース電極は、半導体チップ２２、或いはメモリコントローラ２３の内部電圧に、ボ
ンディングワイヤ２６を介して接続されている。なお、３つの各パワーオン検知回路２４
Ａ９のソース電極が接続された電源電圧を、Ｖｃｃ１，Ｖｃｃ２，Ｖｃｃ３とする。
【０１０３】
　トランジスタＴ２のドレイン電極は、トランジスタＴ２とトランジスタＴ３のゲート電
極及びＮＭＯＳトランジスタＴ４のソース電極の一方の端子に共通接続されている。抵抗
Ｒ１のもう一方の端子及びＮＭＯＳトランジスタＴ４のドレイン電極は、接地電位Ｖｓｓ
に接続されている。また、ＰＭＯＳトランジスタＴ３とＮＭＯＳトランジスタＴ４とのド
レイン電極は、互いに接続されており、ＰＭＯＳトランジスタＴ２，Ｔ３及びＮＭＯＳト
ランジスタＴ４のゲート電極は、ＰＭＯＳトランジスタＴ２と抵抗Ｒ１とが接続されたノ
ードＮ１に接続されている。
【０１０４】
　次に、図１７を参照して、パワーオンリセット回路２４A８の動作を説明する。ここで
、上記ノードＮ１の電位をｂ、各パワーオン検知回路２４Ａ９からの出力信号の電位をｃ
，ｅ，ｇ、各インバータＧ１，Ｇ２，Ｇ３からの出力信号の電位をｄ，ｆ，ｈ、ＮＡＮＤ
ゲートＧ４からの出力信号の電位をＰＷＲＯＮとする。
【０１０５】
　図１７に示すように、電源電位Ｖｃｃが、オフ状態から次第に上がっていくと、半導体
チップ２２及びメモリコントローラ２３内部電圧Ｖｃｃ１，Ｖｃｃ２，Ｖｃｃ３は、それ
に伴って、各々上昇していく。但し、その上昇率は、配線の抵抗、容量等により各半導体
チップ２２及びメモリコントローラ２３毎に異なる。各々のパワーオン検知回路２４A９
のノードの電位ｂが、ＮＭＯＳトランジスタＴ４の閾値よりも高くなると、トランジスタ
Ｔ４がオンして、電位ｃ，ｅ，ｇは「Ｌｏｗ」に遷移する。全てのパワーオン検知回路２
４A９からの電位ｃ，ｅ，ｇが「Ｌｏｗ」になると、電位ｄ，ｆ，ｈがすべて「Ｈｉｇｈ
」となるので、電位ＰＷＲＯＮは「Ｌｏｗ」から「Ｈｉｇｈ」へ遷移する。
【０１０６】
　この電位ＰＷＲＯＮが電源チップ２４から、半導体チップ２２及びメモリコントローラ
２３へ出力されることにより、半導体チップ２２及びメモリコントローラ２３は、内部電
位を初期化し、外部装置との信号のやり取りが可能となる。
【０１０７】
　したがって、上記第１３実施形態による構成によれば、半導体チップ２２及びメモリコ
ントローラ２３にパワーオンリセット回路２４A８を設ける必要がないため、半導体チッ
プ及びメモリコントローラの面積を削減できる。更に、パッケージを小型化した際の空間
的制約を緩和することができる。
【０１０８】
　また、上記第１３実施形態による構成によれば、第１～１２実施形態と同様にチップ間
の空間的制約を緩和することができる。そして、この空間的制約の緩和により、低コスト
でマルチチップパッケージによる半導体装置（メモリシステム）を実現することができる
。
【図面の簡単な説明】
【０１０９】
【図１】本発明の第１実施形態に係る半導体装置の概略側面図である。
【図２】本発明の第１実施形態に係る半導体装置の電源チップの概略図である。
【図３】本発明の第２実施形態に係る半導体装置の概略側面図である。
【図４】本発明の第３実施形態に係る半導体装置の概略側面図である。
【図５】本発明の第４実施形態に係る半導体装置の概略側面図である。
【図６】本発明の第５実施形態に係る半導体装置の概略側面図である。
【図７】本発明の第６実施形態に係る半導体装置の概略側面図である。
【図８】本発明の第７実施形態に係る半導体装置の概略側面図である。
【図９】本発明の第８実施形態に係る半導体装置の概略側面図である。
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【図１０】本発明の第９実施形態に係る半導体装置の概略上面図である。
【図１１】本発明の第９実施形態に係る半導体装置の電源チップの概略上面図である。
【図１２】本発明の第１０実施形態に係る半導体装置の概略上面図である。
【図１３】本発明の第１１実施形態に係る半導体装置の概略上面図である。
【図１４】本発明の第１１実施形態に係る半導体装置の電源チップの概略上面図である。
【図１５】本発明の第１２実施形態に係る半導体装置の電源チップの概略上面図である。
【図１６】本発明の第１３実施形態に係る半導体装置のパワーオンリセット回路の概略図
である。
【図１７】本発明の第１３実施形態に係る半導体装置のパワーオンリセット回路の動作タ
イミングを示す波形図である。
【図１８】従来の半導体装置の概略側面図である。
【符号の説明】
【０１１０】
　１１，２１…パッケージ基板、１２，２２…半導体チップ、１２ａ…ボンディングパッ
ド、１３，２３…メモリコントローラ、１３ａ…ボンディングパッド、１４，１４’，２
４，２４’，２４’’，２４Ａ…電源チップ、１４１…電源電圧用パッド、１４２…接地
電圧用パッド、１４３，２４３，２４３’’…半導体キャパシタ、１５，２５…基板回路
パターン、１６，２６…ボンディングワイヤ、１７，１７’，２５（１）～２５（５）…
基板配線パターン、１８…封止材、１９…半田ボール。

【図１】

【図２】

【図３】

【図４】
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